










1

2

3

4

6

7

8

9

5

６
　
屋
外
広
告
物
の
表
示
に
関
す
る
行
為
の
制
限

23

　館山市では、「千葉県屋外広告物条例」に基づき、屋外広告物の規制を行います。
　また、適正な屋外広告物の表示・掲出に向けた基本的な方針を以下に示し、表示者・設置者への啓発を
行うことにより、良好な景観形成の推進を目指します。

　良好な景観形成を推進するため、適正な屋外広告物の表示・掲出に向けた基本的な方針を示します。

　〇地域特性を踏まえる
　　・�屋外広告物を設置する際には、自家用や公共の広告物を含め、位置や規模、色彩などのデザインが

地域の特性を踏まえた良好な景観の形成に貢献するようにします。
　　・海岸沿いや丘陵部、田園では、自然環境と調和した規模、デザインとなるよう配慮します。
　　・�幹線道路沿いでは、交通安全を確保するとともに、周辺住環境を考慮した規模、デザインとなるよう

配慮します。
　〇地域の魅力を高める
　　・�自然環境や歴史・文化資源などの景観資源が集まる地域では、円滑な回遊動線の形成に役立つよ

う、設置の位置やデザインに配慮します。
　　・�広告物の表現を工夫し、周辺景観の魅力を高めるよう、美しく落ち着いたものになるよう配慮します。
　〇適切に維持管理する
　　・�屋外広告物の設置後は、適正な維持・管理を実施し、破損や老朽化した広告物については、速やかに

必要な対策を講じます。
　〇新しい技術に対応する
　　・�屋外広告物に関する技術は日々進化しており、デジタルサイネージ１やプロジェクションマッピング2、

車体利用広告など、屋外広告物に関する規制では適切に規制・誘導しきれないことも考えられます。
こうした新しい技術を活用した屋外広告物についても、柔軟に対応していきます。

　　・�LED技術の進化に伴い、明るい光源が街並みに大きな影響を与えることが考えられます。屋外広告
物に光源を使用する際は、歩行者や車両などからの視線に配慮し、眩しすぎないよう工夫するととも
に、赤色LEDの点滅や回転を避けるなど、交通の安全に配慮します。

　館山市では、上記の「１.基本的な考え方」で示したとおり、「千葉県屋外広告物条例」に基づく規制を基
本としますが、今後のまちづくりの状況等によっては、地域の景観特性に応じた規制誘導が求められます。
　上記を考慮し、今後、必要に応じて重点地区等の一定のエリアを設定し、「千葉県屋外広告物条例」の規
定に加えて市独自で屋外広告物の表示・掲出に関する景観形成基準を定め、行為の制限を行い、良好な景
観形成を図ります。

1 基本的な考え方

2 屋外広告物の表示等に関する基本方針

3 重点地区等のエリアを定めた、屋外広告物の表示に関する行為の制限

１��デジタルサイネージ：屋外や店頭、公共空間、駅や電車内などのあらゆる場所で、ディスプレイなどの電子的な表示
機器を使って情報を発信する装置のこと。

２�プロジェクションマッピング：ビルなどの壁面などに映像を映し出す表現方法のこと。

屋外広告物の表示に関する行為の制限６
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景観重要建造物、樹木、公共施設７
　市内には、古くから地域で伝えられ、地域のシンボ
ルとなり、あるいは地域の誇りや愛着につながる景観
資源は、建築物や工作物にとどまらず、歴史・伝統、
祭りなど人々の生活や営みも含め、多数あります。
　こうした景観資源を発掘・再発見し、地域による景
観まちづくりの中で保全・活用していきます。
　特に、景観形成を進める上で重要な建造物や樹
木、道路・河川・都市公園などの公共施設は、景観法
に基づく「景観重要建造物」、「景観重要樹木」、「景
観重要公共施設」の指定制度を活用し、保全・活用し
ていきます。

1 景観資源の保全・活用に向けた基本的な考え方

景観資源の保全・活用に対する共通意識の醸成

特に、地域の景観形成上、重要な資源で、
良好な状態に保全・整備することが必要な
建造物、樹木、道路･公園等

景観法に基づく制度の活用

景観
重要建造物

景観
重要樹木

景観
重要公共施設

所有者は、建造物を適正
に管理するほか、外観の
変更や修繕を行う場合に
市長の許可を受ける必要
が生じます。

所有者は、樹木を適正に
管理し、伐採又は移植に
は市長の許可を受ける必
要が生じます。

公共施設の整備は景観計
画に適合するほか、占用
等の許可基準を定めるこ
とができます。

既にある景観資源の保全 新たな景観資源の発見・発掘

景観資源の保全・活用のイメージ

２ 景観法に基づく制度の活用

（１）景観重要建造物
　地域特性を活かした景観まちづくりの推進にあたり、特に重要な建造物のうち次に示す方針に該当する
ものを、所有者の同意を得た上で、「景観重要建造物」に指定します。

（２）景観重要樹木
　地域特性を生かした景観まちづくりの推進にあたり、特に重要な樹木は以下に示す方針に基づき、所有者
の同意を得て「景観重要樹木」に指定します。

（３）景観重要公共施設
　道路や河川、公園などの公共施設は、建築物や工作物とともに景観を構成する重要な要素であり、周辺
の街並みと調和した整備や維持・管理に取組み、地域特性を引き立てる景観形成に生かしていきます。

＜景観重要建造物の指定候補例＞
千葉県立安房南高等学校旧第一校舎、小谷家住宅、洲崎神社本殿、鶴谷八幡宮本殿、JR那古船形駅、
紅屋商店店舗

＜景観重要樹木の指定候補例＞
沼のびゃくしん、滝川のびゃくしん、那古寺の大蘇鉄、六軒町のサイカチの木

＜景観重要建造物の指定候補例＞
国道 127号（館山バイパス）、洲埼灯台、城山公園、北条海岸・鏡ヶ浦通り、房総フラワーライン、館山湾
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（１）景観審議会の設置
景観計画の策定・変更に係る審議、届出制度等の運用のほか、市の景観形成に係る事項について広く審
議する景観審議会を設置します。

（２）景観アドバイザーの設置
景観法に基づく届出内容の判断にあたって、必要に応じて、景観に係る専門家を「景観アドバイザー」とし
て設置し、景観に関する指導・助言を行います。

（３）庁内体制の整備
多様な分野による総合的な景観形成の推進に向け、景観法に基づく届出や事前協議の窓口をはじめ、景
観まちづくりに係る部署の相互連携を図ります。
重点地区での景観まちづくりに係わる施策・事業をはじめ、各種公共建築物・公共施設の整備等にあたって
は、各取り組みが景観計画に即して行われるよう、各分野の担当者間の情報交換や協議・調整を図ります。
市職員それぞれが景観に関する知識や技術の習得に努めます。

（４）市民・事業者及び館山市の役割
第３章に掲げた景観まちづくりの目標及び方針をもとに、市民・事業者・館山市がそれぞれの役割につい
て理解を深め、相互協力のもとに景観形成を推進していくものとします。

①市民の役割
市民一人ひとりが日々の暮らしの中で、景観計画
に示した方針に基づき、地域の魅力を高める景観形
成に取り組みます。
市民の役割は、景観形成に配慮した住宅等の建築
に限らず、地域住民が協力し合いながら、まちの美
化活動に取り組むなど、少しでもまちを良くしていこ
うという取り組みが求められます。

1 景観施策の推進体制

＜景観審議会の主な役割（案）＞
〇景観計画の変更等に係る審議
〇届出制度等における、勧告、命令等に対する意見
〇重点地区の指定、景観重要建造物・樹木・公共施設の指定に対する意見
〇景観協定の認可、変更、廃止に対する意見
〇特に景観上影響が大きな行為についての事前協議の指導及び助言
〇その他、良好な景観の形成に必要な事項

市民

館山市

事業者

〇日常生活の
身近な活動からの魅力づくり

〇景観行政団体としての景観形成
〇庁内の横断的体制づくりを通じた、
市民・事業者の取り組みを総合的に
サポート

〇率先した街並みの魅力を
高める取組み

市民・事業者及び館山市の役割

景観まちづくりの進め方８
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②事業者の役割
事業者は、市民とともに景観まちづくりの重要な担い手であることを認識し、事業活動上の利害を超え、
地域貢献の一環として景観まちづくりに参加し、実践していくことが重要です。
開発事業等において、景観形成基準に適合した上で、率先して街並みの魅力を高める取り組みや、市民・
館山市と連携して景観まちづくりを実践していくことが求められます。

③館山市の役割
市民・事業者の景観まちづくりへの意識を高める機会や場づくりに取り組むとともに、市民・事業者が主
体となった景観まちづくり活動を支援します。
公共施設の整備を行う時は、地域ごとの景観まちづくりの方針を十分に踏まえ、良好な景観の形成に努
めます。
良好な景観の形成の総合的かつ効果的な推進に向けて庁内体制を整えるとともに、市民、事業者との相
互の協力や、国、千葉県及び隣接する南房総市等と相互に連携を図るよう努めます。

２ 景観施策の展開

＜支援・表彰の対象となる活動例＞
〇生垣の保全
〇花壇づくり
〇地域や海岸などの清掃活動

〇地域の草刈り
〇観光ガイド
〇空き地や空き家を活用した取組み　　　　など

（１）重点地区の指定
第５章において重点地区の「候補地区」を示しています。今後、地区の景観まちづくりの動向に応じ、重点
地区として位置付けていくことを検討します。
重点地区では、地区の特性に応じた区域や景観形成基準の設定を行うとともに、事前協議などの景観施
策に取り組みます。

（２）効果的な情報発信による景観の魅力を発掘・再発見
市民や事業者が景観の大切さを再認識し、景観への関心をより高めるために、行政が中心となって、館山
市内の景観の魅力について情報発信に努めます。
広報誌等を活用した市内向けの情報発信のほか、市内外問わず多様な人々が活用するＳＮＳ等により、館
山市の景観の魅力を効果的に発信することに努めます。
また、市民や事業者による、ＳＮＳ等を活用した積極的な情報発信を促すことにも努めます。

（３）景観まちづくり活動の支援と表彰
市内において、自主的な景観まちづくりへの取組を支援する仕組みを検討します。
市民や事業者による積極的で優れた景観まちづくりの取組について、表彰する制度を創設し、その取組を
広く周知することで、景観まちづくりの取組がより多くの市民や事業者へ波及することを目指します。

（４）各種ガイドラインの作成
景観計画の景観形成基準について、配慮するポイントや具体例を示したガイドラインを作成し、景観まち
づくりについて理解を促進します。
事前協議制度の運用経過を踏まえながら、必要に応じてガイドラインの内容を充実していきます。



1

2

3

4

6

7

8

9

5

９
　
花
で
彩
る
景
観
ま
ち
づ
く
り
　
～
花
の
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
～

27

花で彩る景観まちづくり
　～花のまちづくりの推進～９

　館山市は、温暖な気候に恵まれ、一年を通じて様々な花が咲き誇る、「花のまち」です。
　30km以上にも及ぶ海岸線沿いの景観、果樹栽培や水稲が営まれる里山付近の景観、住宅地内での花壇
植栽など、まちの様々な場所で、花と一体となった景観を望むことができます。
　館山市では、「景観」の大きな構成要素となる、「花」を活かしたまちづくりとして、「花のまちづくり」の
推進を掲げ様々な取組みを進めてきました。

1 館山の「花」と「景観」

２ 花のまちづくりの基本的な考え方
（１）花のまちづくりの定義
　花には人を惹きつける魅力があります。そして、あらゆる生命の象徴として、永く人々 の心とともに歩んできま
した。
　花のまちづくりとは、花に代表される自然全てに、感謝の気持ちを捧げながら、その力を借りて、住みよ
い、快適な生活環境をつくっていくことです。
　この、花のまちづくりを推進していくことで、美しい風景・街並みが創られ、地域らしい暮らしや地域の
活性化につなげることができます。
　また、花のまちづくりは、花に興味がある人だけが関わるのではなく、町内会や地域コミュニティ・事業者・
市民・学校などが連携を図って、市民全体が誇りを持ち、心の財産となるようなまちづくりの推進が必要とな
ります。

（２）花の効用とまちづくり
　花には、周囲にもたらす様々な効用があります。それらを上手く活かしながらまちづくりを進めていくこ
とが求められます。

○眺めているだけで、人々の心が癒され、穏やかにしてくれます。
○花を育てることで、生命に触れ、その大切さを知ることができます。
○花の美しさに感動し、美しい環境を大切にする心が生まれます。
○教育の過程で花に触れることで、子どもたちの心の育成に繋がります。
○花植えや雑草取りなど、作業をすることで、体も心も丈夫になります。

○環境を大切にする心が生まれることで、まちがきれいになります。
○�まちがきれいになることで、「来訪したい」「住みたい」というまちのイメージアップ
につながります。
○�来訪者が増加することで、賑わいが生まれ、産業の活性化などの大きな経済効果が生ま
れます。
○�花をテーマとするおみやげなどの商品が生まれることにより、地域をＰＲする産品の増
加に繋がります。
○市民同士が花を通じて触れ合うことで、「ヒトの輪」が広がります。
○�広がった「ヒトの輪」により、今までできなかった花のまちづくりを進めることができます。
○�「花のまち」となることで、観光の推進が図られ、花を介した「交流人口」、「滞在人
口」の増加が見込まれます。

「心」と「体」への効用例

「まち」への効用例
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　館山市では、恵まれた環境を活かし、「花」と「景観」を効果的に結びつけ、「花のまちづくり」として、魅
力ある都市を目指していきます。
　花のまちづくりを推進するにあたっては、以下の目標により取組みを進めていきます。

花のまちづくりの目指すビジョン

3 花のまちづくりの目標

花のまちづくりの目標

○「花のまち館山」のイメージ定着による、観光地としての魅力ＵＰ

花をきっかけとした“ヒト・モノ・カネ”の動流線の活性化による「地域力」の向上

○��花を通して、地域に住む人達が「心の温かさ」・「郷土の豊かさ」を感じられるまちを
目指す。

住民自身が幸福を感じていることが、まち全体の更なる魅力向上に繋がる。

“お花と笑顔があふれる　「あったか�ふるさと」館山”

　行政、団体、住民等の各主体が共通の目標により、統一的な取組みを行うことで、より良いまちづくりに
繋げていきます。

　平成２８年度からの１０年間のまちづくりを見据えた「第４次館山市総合計画」における目指すべき将来
都市像をベースに、上記の目標を踏まえ、花のまちづくりの目指すビジョンとして、以下を掲げます。

4 花のまちづくりの具体的取組み

①行政が主体となる取組み

○花のまちづくりの計画的・統一的な推進
○「花のまち館山」の“ブランド化”による花のまちづくりの推進
○花のイベント等の実施
○公共施設等における景観の維持
○花のまちづくりを推進する他都市との交流

②市民・事業者が主体となる取組み

○地区花壇等を活用した、植栽活動
○花のイベント等への参画
○家庭や事業所での植栽の実施

＜具体的なイベント例＞
・ガーデニング教室の実施
・ガーデニングコンテストの実施
・花に特化したイベントの実施
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